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（
訳
文
）

日
本
国
政
府
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
及
び
大
韓
民
国
政
府
の
間
の
三
者
間
協
力
事
務
局
の
設
立
に
関
す
る
協
定
を
改

 

正
す
る
議
定
書

 

日
本
国
政
府
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
及
び
大
韓
民
国
政
府
（
以
下
「
締
約
国
政
府
」
と
い
う
。
）
は
、 

三
者
間
協
力
の
推
進
に
お
け
る
三
者
間
協
力
事
務
局
（
以
下
「
事
務
局
」
と
い
う
。
）
の
役
割
及
び
事
務
局
の
能
力
開
発
の

促
進
の
重
要
性
を
認
識
し
、 

二
千
十
年
十
二
月
十
六
日
に
ソ
ウ
ル
で
作
成
さ
れ
た
日
本
国
政
府
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
及
び
大
韓
民
国
政
府
の
間
の
三

 

者
間
協
力
事
務
局
の
設
立
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
を
改
正
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
、

 

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

 

第
一
条

 

１　

協
定
第
五
条
１

及
び

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(a)

(b)

　

事
務
局
長
は
、
一
の
締
約
国
政
府
の
指
名
（
大
韓
民
国
、
日
本
国
、
中
華
人
民
共
和
国
の
順
の
輪
番
制
に
よ
る
。
）

(a)

（
別
紙
）
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に
基
づ
い
て
、
三
箇
国
外
相
会
議
に
お
い
て
任
命
さ
れ
る
。
事
務
局
長
の
任
期
は
、
三
年
と
す
る
。

　

締
約
国
政
府
に
よ
る
別
段
の
合
意
が
な
い
限
り
、
事
務
局
長
を
指
名
し
た
国
の
政
府
以
外
の
締
約
国
政
府
は
、
そ
れ

(b)
ぞ
れ
事
務
局
次
長
一
名
を
指
名
し
、
こ
れ
ら
の
者
は
三
箇
国
外
相
会
議
に
お
い
て
任
命
さ
れ
る
。
事
務
局
次
長
の
任
期

は
、
原
則
と
し
て
三
年
と
し
、
三
箇
国
外
相
会
議
の
承
認
を
得
て
三
年
を
限
度
と
し
て
一
回
延
長
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

２　

協
定
を
改
正
す
る
こ
の
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
事
務
局
長
及
び
事
務
局
次
長
の
任
期
は
、
こ
の
議
定
書
が
効
力
を

 

生
ず
る
時
に
在
職
し
て
い
る
事
務
局
長
及
び
事
務
局
次
長
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

 

第
二
条

各
締
約
国
政
府
は
、
他
の
全
て
の
締
約
国
政
府
に
対
し
、
こ
の
議
定
書
の
効
力
発
生
の
た
め
に
必
要
な
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
手

続
が
完
了
し
た
旨
を
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
書
面
に
よ
り
通
告
を
行
う
。
こ
の
議
定
書
は
、
当
該
通
告
の
う
ち
最
も
遅
い
も

 

の
が
行
わ
れ
た
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

 

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
各
自
の
政
府
か
ら
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
議
定
書
に
署
名
し
た
。 
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二
千
二
十
五
年
三
月
二
十
二
日
に
東
京
で
、
英
語
に
よ
り
本
書
三
通
を
作
成
し
た
。 

 

 

日
本
国
政
府
の
た
め
に

 
  

　

岩
屋　

毅

 

中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
た
め
に 

 
  

　

王　

毅

 

 

大
韓
民
国
政
府
の
た
め
に

  
  

  

　

趙　

兌
烈


